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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
三
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
土
調
査
指
定
年
月
日

令
和
八
年
五
月
十
五
日

二

調
査
を
行
う
者
の
名
称

台
東
区

三

調
査
地
域

台
東
区
根
岸
五
丁
目

四

調
査
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
土
調
査
指
定
年
月
日

令
和
八
年
五
月
十
三
日

二

調
査
を
行
う
者
の
名
称

板
橋
区

三

調
査
地
域

板
橋
区
東
山
町
及
び
東
新
町
二
丁
目

の
各
一
部

板
橋
区
東
新
町
一
丁
目
の
一
部

四

調
査
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
五
号

食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）

第
十
六
条
（
同
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

百
三
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
及
び
同
令
第
九
条
第
一

項
第
一
号
の
登
録
を
受
け
た
養
成
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変

更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
十
条
第
二
号
（
同
令

第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称

変
更

事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

東
京
医
療

保
健
大
学

医
療
保
健

学
部
医
療

保
健
学
科

名
称

東
京
医
療
保

健
大
学
医
療

保
健
学
部
医

療
栄
養
学
科

東
京
医
療
保

健
大
学
医
療

保
健
学
部
医

療
保
健
学
科

令
和
八
年
四

月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
六
月
十
六
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
町
田

二

変
更
の
区
間

町
田
市
原
町
田
五
丁
目
二
百
十
八
番
二
地
先

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２１５号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
８
条
第
２
号
の
規
定

に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成
５
年
法
律
第
８８

号
）
第
１３条

第
１
項
及
び
警
備
業
法
第
５０条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ

く
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
次
に
よ
り
行
う
。

令
和
８
年
６
月
１６日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
日
時

令
和
８
年
６
月
２３日

（
火
曜
日
）

午
前
９
時
３０分

開
始

２
場
所

千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
１
番
１
号

警
視
庁
本
部
内

東
京

都
公
安
委
員
会
聴
聞
会
場

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２１６号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
２２条

第
７
項
第
１
号

及
び
同
法
第
２３条

第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
２２条

第
７
項

第
１
号
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成

５
年
法
律
第
８８号

）
第
１３条

第
１
項
及
び
警
備
業
法
第
５０条

第
４
項

の
規
定
に
基
づ
く
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
次
に
よ
り
行
う
。

令
和
８
年
６
月
１６日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
日
時

令
和
８
年
６
月
２３日

（
火
曜
日
）
午
前
９
時
３０分

開
始

２
場
所

千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
１
番
１
号
警
視
庁
本
部
内
東
京

都
公
安
委
員
会
聴
聞
会
場

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２１７号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
８
年
６
月
１６日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
認
定
年
月
日

令
和
８
年
５
月
１
日

２
認
定
事
項

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
マ
ジ
オ

Ｄ
Ｓ
東
日
本

新
宿
区
新
宿
五
丁

目
１７番

５
号

松
本
義
弘

マ
ジ
オ
ド
ラ
イ
バ

ー
ズ
ス
ク
ー
ル
多

摩
校
日
野
市
百
草
１８８

番
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
第
１
条

第
１
号

認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査

公

告

令
和
８
年
度
石
油
機
器
技
術
管
理
講
習
（
一
般
講
習

・
再
講
習
）
の
実
施
に
つ
い
て

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
３７年

東
京
都
条
例
第
６５号

）
第
６２条

の
５

の
規
定
に
よ
る
火
災
予
防
施
行
規
程
（
昭
和
３７年

７
月
東
京
消
防
庁

告
示
第
１７号

）
第
１２条

第
１
項
に
定
め
る
石
油
機
器
技
術
管
理
講
習

を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
８
年
６
月
１６日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三

１
石
油
機
器
技
術
管
理
講
習
（
一
般
講
習
）

⑴
受
講
対
象
者

地
震
動
等
に
よ
り
作
動
す
る
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
石
油
燃
焼
設
備
若
し
く
は
器
具
の
設
置
工
事
又
は
修

理
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
者

⑵
講
習
の
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所

ア
令
和
８
年
７
月
１４日

（
火
曜
日
）
及
び
同
月
１５日

（
水
曜

日
）両
日
と
も
午
前
９
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で

専
売
ビ
ル

３
階
会
議
室

港
区
芝
五
丁
目
２６番

３０号

イ
令
和
８
年
１１月

２５日
（
水
曜
日
）
及
び
同
月
２６日

（
木
曜

日
）両
日
と
も
午
前
９
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で

株
式
会
社
ノ
ー
リ
ツ
八
王
子
研
修
セ
ン
タ
ー

八
王
子
市
石
川
町
７２８番

地
の
８

２
石
油
機
器
技
術
管
理
講
習
（
再
講
習
）
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⑴

受
講
対
象
者

既
に
一
般
講
習
又
は
再
講
習
を
修
了
し
て
石
油
機
器
技
術
管

理
講
習
修
了
証
を
交
付
さ
れ
た
者
で
、
交
付
の
日
以
後
に
お
け

る
最
初
の
４
月
１
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の

⑵
講
習
の
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所

ア
令
和
８
年
７
月
１６日

（
木
曜
日
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷

千
代
田
区
九
段
北
四
丁
目
２
番
２５号

イ
令
和
８
年
１１月

２７日
（
金
曜
日
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

株
式
会
社
ノ
ー
リ
ツ
八
王
子
研
修
セ
ン
タ
ー

八
王
子
市
石
川
町
７２８番

地
の
８

３
申
請
方
法

⑴
オ
ン
ラ
イ
ン
講
習

一
般
財
団
法
人
日
本
石
油
燃
焼
機
器
保
守
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
よ
り
受
講
・
受
験
を
申
請
す
る
こ
と
。

⑵
対
面
講
習
及
び
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ビ
デ
オ
講
習

次
の
ア
又
は
イ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。

ア
一
般
財
団
法
人
日
本
石
油
燃
焼
機
器
保
守
協
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

イ
受
講
申
請
書
に
講
習
希
望
日
等
を
記
入
の
上
、
各
講
習
を

開
始
す
る
日
の
１
か
月
前
ま
で
に
申
請
先
へ
郵
送
す
る
こ
と
。

４
講
習
の
実
施
機
関
及
び
申
請
先

一
般
財
団
法
人
日
本
石
油
燃
焼
機
器
保
守
協
会

郵
便
番
号
１５０―００１１

渋
谷
区
東
二
丁
目
２４番

２
号

５
問
合
せ
先

一
般
財
団
法
人
日
本
石
油
燃
焼
機
器
保
守
協
会

電
話
０３（

３４９９）
２９２８

６
受
講
申
請
書
配
布
先

⑴
一
般
財
団
法
人
日
本
石
油
燃
焼
機
器
保
守
協
会

⑵
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

雑

報
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